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学校法人船田教育会経理規程 

 

   第１章 総則 

  (目的) 

第１条 この規程は、学校法人船田教育会（以下「法人」という。）の経理に関する基準

を定め、経理業務を正確かつ迅速に処理し、財政及び経営状況を明らかにして経営の能

率的な運営と教育・研究活動の充実を図り、もって法人の安定に資することを目的とす

る。 

  (適用の範囲) 

第２条 法人の経理に関する事項は、法令及び学校法人船田教育会寄附行為等の定めのあ

る場合のほか、この規程の定めるところによる。 

  (会計処理の原則) 

第３条 法人の会計処理は、学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）及び関係法

令の趣旨基づき迅速に記録しなければならない。 

  (会計単位) 

第４条 法人の学校会計は、次の会計単位に区分する。 

 (1) 法人事務局 

 (2) 作新学院大学 

 (3) 作新学院大学女子短期大学部 

 ２ 前項の学校会計は、科目を統一する会計とする。 

３ 第１項各号の会計は、法人事務局が統轄処理をする。 

  (会計年度) 

第５条 会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月 31 日に終わる。 

  (経理の責任者) 

第６条 経理の総括責任者は理事長とし、経理責任者は各会計単位の長とする。  

２ 経理責任者は、各会計単位に出納責任者を置かなければならない。 

   第２章 勘定科目及び帳簿組織 

  (勘定科目) 

第７条 法人の会計は、学校法人会計基準に定める勘定科目とする。  

  (会計帳簿) 

第８条 法人は、会計帳簿を備えそれぞれの勘定科目毎にすべての取引を記帳しなければ

ならない。 

２ 会計帳簿は、次のとおりとする。 

 (1) 主要簿 

   (ｱ) 仕訳帳 

   (ｲ) 資金収支元帳 

   (ｳ) 総勘定元帳 
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 (2) 補助簿 

   金銭出納簿・固定資産台帳・学費徴収簿・給与・賞与支払明細表の他必要に応じ備

えつけることができる。 

３ 前項の仕訳帳は、会計伝票の綴をもってこれに充てることができる。 

  (帳簿の記入) 

第９条 主要簿及び補助簿の記入は、会計伝票に基づいて行うものとする。 

 

  (会計伝票) 

第１０条 会計伝票は、次のとおりとする。 

 (1) 入金伝票 

 (2) 出金伝票 

 (3) 振替伝票 

  (会計伝票の起票) 

第１１条 経理に関する取引は、すべて会計伝票によって処理し、会計伝票の起票は、取

引の証拠書類に基づいて行う。 

 （帳簿書類の保存期間） 

第１２条 会計関係書類の保存期間は、学校法人船田教育会文書保存規程の定めるところ

による。 

   第３章 金銭会計 

  (金銭の範囲) 

第１３条 この規程において、｢金銭｣とは、現金及び預貯金をいい、｢現金｣とは通貨のほ

か、銀行小切手、郵便為替証書、振替貯金払出証書及び官公署の支払通知書をいう。 

  (金銭管理) 

第１４条 金銭の管理は、出納責任者がこれに当たる。 

  (金銭の出納) 

第１５条 金銭の出納は、すべて所定の手続を終了した会計伝票に基づいて出納担当者が

行わなければならない。 

２ 出納担当者が金銭の出納を行うときは、会計伝票及び会計伝票に添付された証拠書類

により、次の事項を確認しなければならない。 

 (1) 出納の理由及びその証拠 

 (2) 相手方の住所及び氏名 

 (3) 出納金額及び期日 

 (4) 勘定科目その他経理上必要な事項 

  (領収書の発行) 

第１６条 金銭を収納したときは、所定の領収書を発行しなければならない。 

２ 銀行振込等によって入金したときは、振込金融機関等の振込金受取書をもって代える

ことができる。 
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  (収納金の処理) 

第１７条 収納した現金は、出納責任者が特に認めた場合のほか、速やかに金融機関に預

け入れるものとする。 

２ 保有する金銭は、所定の金庫に保管しなければならない。ただし、有価証券等重要な

金銭については、理事長が指定する金融機関の保護預りを利用し保管することができ

る。 

  (支払事務) 

第１８条 支払は、現金又は銀行振込により行うものとする。 

  (領収書の徴収) 

第１９条 金銭の支払いに当たっては、支払先の住所、氏名、押印等を確認したうえ領収

書を徴収しなければならない。 

  (小口現金) 

第２０条 小口現金支払いに充てるために、出納責任者は経理責任者の承認範囲の小口現

金を常時手元に保管することができる。 

  (金銭の照合及び過不足) 

第２１条 現金の手持ち及び銀行預金等は、毎月末日に出納帳の残高と、銀行等の残高を

照合しなければならない。 

２ 金銭に過不足を生じたときは、出納責任者は速やかに経理責任者に報告し、その指示

を受けなければならない。 

  (仮払支出) 

第２２条 出納責任者は、前金払い又は概算払をさせることができる。 

２ 概算払いをしたときは、その前金の確定後直ちに精算しなければならない。 

   第４章 資金会計 

  (資金計画) 

第２３条 経理責任者は、資金業務を円滑に行うため、予算編成時及び必要に応じて随時

資金計画を作成し、理事長に提出しなければならない。 

  (金融機関との取引) 

第２４条 銀行その他の金融機関との取引又は廃止するときは、理事長の承認を得なけれ

ばならない。 

２ 金融機関との取引は、理事長名をもって行う。 

 （有価証券の取得及び処分） 

第２５条 有価証券を取得又は処分するときは、理事長の承認を得なければならない。 

（資金の借入及び貸付） 

第２６条 資金の借入及び貸付については、理事長の承認を得なければならない。 

   第５章 固定資産会計 

 （固定資産の範囲） 

第２７条 この規程において「固定資産」とは、次のものをいう。 
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 (1) 有形固定資産 

   土地、建物（付属設備を含む）、構築物、教育研究用機器備品、管理用機器備品、

図書、車両、建設仮勘定 

 (2) その他の固定資産 

 (3) 借地権、電話加入権、施設利用権、その他の固定資産 

２ 有形固定資産は、耐用年数が１年以上でかつ図書を除き、１個又は１組の価格が別に

定める金額以上のものをいう。 

３ 前項に定める金額未満の金額であっても学校法人の性質上基本的に重要と認められ、

かつ、常時相当額保有していることが必要とされる資産は、固定資産とする。 

 （固定資産の取得） 

第２８条 固定資産を取得しようとするときは、理事長の承認を得なければならない。 

２ 契約を締結するときは、契約書を作成して行うものとする。ただし、請書、見積書等

契約の事実を明らかにする書類をもって、これに代えることもできる。 

 （固定資産の価格） 

第２９条 固定資産の価格は、原則として次の取得価格とし、附帯経費の範囲については、

学校法人会計基準に準ずる。 

 (1) 購入によるものは、公正妥当な取引価格 

 (2) 受贈によるものは、取得時に通常要する価格 

 (3) 交換によるものは、交換に際し提供した資産の帳簿価格 

 （固定資産の管理） 

第３０条 固定資産の管理については、別に定める。 

 （減価償却） 

第３１条 有形固定資産は、土地、図書及び建設仮勘定を除き、毎会計年度税法の定めに

よる減価償却を行う。 

２ 減価償却資産の耐用年数は、税法の定めるところによる。ただし、備忘価格を１円と

する。 

 （固定資産の処分） 

第３２条 固定資産の売却、廃棄などの処分にあたっては寄附行為第 18 条の規定による

ほか、理事長の承認を得なければならない。 

（損害保険） 

第３３条 有形固定資産のうち土地を除くほか、火災等により重大な損失を受けるおそれ

のあるものについては、適正な価格により保険を付さなければならない。 

   第６章 物品会計 

 （物品の範囲） 

第３４条 物品とは、固定資産以外のもので消耗備品及び消耗品をいう。 

 （物品の購入） 

第３５条 物品の購入は、所属長の承認を得て行うことができる。 
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 （物品の管理） 

第３６条 物品の管理については、必要に応じ各責任者において管理する。 

 （物品の処分） 

第３７条 物品の廃棄、売却などの処分にあたっては、所属長の承認を得なければならな

い。 

   第７章 退職給与引当金 

 （退職給与引当金の計上） 

第３８条 教職員の退職金に引き当てるため、必要と認める額に達するまで退職給与引当

金を毎会計年度計上するものとする。 

   第８章 予算 

 （予算編成） 

第３９条 予算は、法人事務局及び学校の経営並びに教育研究その他の学事事業につき明

確な方針に基づき編成されなければならない。 

 （予算期間） 

第４０条 予算期間は、１会計年度とする。 

 （予算の種類） 

第４１条 予算の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 資金収支予算 

 (2) 事業活動収支予算 

 （予算単位） 

第４２条 会計の予算単位は、第４条に掲げた会計単位に区分する。 

 （予算責任者） 

第４３条 予算の編成及び執行を合理的に行うため、予算責任者はその所管に属す予算の

責任を負うものとする。 

 （予算編成の基本方針） 

第４４条 予算編成の基本方針は、理事長が予算責任者の意見を徴して作成し、理事会に

おいて決定する。 

２ 理事長は、前項に基づき予算大綱を定め、予算責任者に提出するものとする。 

３ 予算責任者は、前項に基づき予算積算資料を作成し、理事長に提出しなければ なら

ない。 

 （予算の決定） 

第４５条 理事長は、前条第３項の予算積算資料を検討のうえ、予算案を作成し、評議員

会の意見を聴き、理事会の議決を経て、年度開始前までに予算を決定しなければならな

い。 

 （予算の配付） 

第４６条 予算が決定したときは、理事長は、予算責任者に対しその執行に要する予算を

配付するものとする。 
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（予算管理） 

第４７条 予算責任者は、予算の執行の状況を常時把握し、必要に応じ理事長に報告しな

ければならない。 

 （予算の遵守と流用） 

第４８条 予算責任者は、予算額を超える支出をしてはならない。ただし、やむを 得な

い事由があるときは、同一大科目内において理事長の承認を得て他の科目から流用する

ことができる。 

 （予備費） 

第４９条 予測し難い予算の不足を補うため、予備費として相当の金額を予算に計上する

ものとする。 

２ 予備費を使用するときは、予算責任者はその事由を付し、理事長の承認を得なければ

ならない。 

 （予算の補正） 

第５０条 理事長は、やむを得ない事由により予算の追加、その他の変更を必要とすると

きには、予算の補正を行うことができる。この場合においては、第 47 条及び第 48 条の

規定を準用する。 

 （暫定予算） 

第５１条 会計年度開始までに予算を決定しがたい場合には、理事長は予算が決定するま

での期間、暫定予算を編成しなければならない。 

２ 予算の成立したときは、暫定予算は失効し、すでに執行済みのものについてはこれを

確定した年度予算の執行とみなす。 

   第９章 報告及び決算 

 （決算の目的） 

第５２条 決算は、毎会計年度の会計記録を集計し、その収支の結果を予算と比較して、

その収支状況及び財政状態を明らかにすることを目的とする。 

 （月次報告） 

第５３条 経理責任者は、毎年度末決算のほか別に定める様式により、毎月末日の資金収

支月計表作成するものとする。 

（年度決算） 

第５４条 経理責任者は、毎会計年度終了後、速やかに決算に必要な整理を行い、 

 次の各号の計算書類を作成して、理事長に提出するものとする。 

 (1) 資金収支計算書及びその内訳表 

 (2) 活動区分資金収支計算書 

 (3) 事業活動収支計算書及びその内訳表 

 (4) 貸借対照表及び付属明細書 

(5)  財産目録 

２ 前項の「決算に必要な整理」とは、次の事項の処理をいう。 
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 (1) 減価償却額の計上 

 (2) 未払金、前受金、未収金、前払金の計上 

 (3) 退職給与引当金、徴収不能引当金の計上 

 (4) 固定資産、流動資産の実在生の確認、評価の適否 

 (5) 資産・負債の整理、確認、残高証明との照合 

 (6) 基本金の増減計算 

 (7) 事業活動収支差額計算 

 (8) その他会計基準の制定趣旨にそって必要と思われる事項 

 （事業活動収支差額の処理） 

第５５条 当年度収支差額は、前年度繰越収支差額を合計の上翌年度に繰り越すものとす

る。 

 （決算の確定） 

第５６条 決算は、毎会計年度終了後２月以内に理事会において第 54 条に掲げる計算書

類とともに監事の監査を経て、評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。 

２ 理事長は、前項の計算書類を理事会に提出し、その承認を得るものとする。 

   第１０章 雑則 

 （施行細則） 

第５７条 この規程を実施するために必要な事項については、別に定める。 

 （規程の改廃） 

第５８条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。 

 

     附 則 

 この規程は、昭和 46 年４月１日から実施する。 

     附 則 

 この規程は、平成元年４月１日から実施する。 

     附 則 

 この規程は、平成 11 年４月１日から実施する。 

     附 則 

 この規程は、平成 15 年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この規程は、平成 22 年４月１日から実施する。 

附 則 

 この規程は、平成 27 年４月１日から実施する。 


